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　3月20日（水）、007の小説で舞台となった直島を広く紹介する
ために、「ボンドガールはウチや！コンテスト」が開催されました。
その中で選ばれた3名（ボンドガールはあなたで賞1名、審査員
特別賞2名）は、直島町観光親善大使にも任命されました。
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平成25年度予算決まる

6千

一般会計　40億1734万3千円

特別会計　15億677万6千円
簡易水道会計　　7億5761万円

　平成25年度の直島町一般会計及び特別会計予算案が、３月12日から開かれた３月定例議会で議決されました。
　新年度の一般会計予算額は、40億1734万3千円で前年度と比較して10億6523万3千円（36.1％）の増になって
おり、引き続き限られた財源で最大の事業効果を発揮するよう、町の発展・活性化を推進することを基本とした予算編
成となっています。

過去5年間の歳入構造別比較表 町税6億5327万2千円の内訳

歳　入
40億

1734万3千円
37.8
％

62.2％

町税
6億5327万2千円
　　　　　16.3％

繰入金
2億2820万3千円
5.7％　

使用料及び手数料
分担金及び負担金
※その他
　　繰越金
　　財産収入
　　諸収入
　　寄附金

※その他
　　地方譲与税
　　利子割交付金
　　自動車取得税交付金
　　地方消費税交付金
　　交通安全対策特別交付金
　　地方特例交付金
　　配当割交付金
　　株式等譲渡所得割交付金

7814万3千円　1.9％

2327万2千円　0.6％

5億3663万4千円　13.3％
2000万円

591万8千円
5億1070万4千円

1万2千円

5410万1千円　1.4％
900万円
200万円
200万円
4000万円

1千円
50万円
50万円
10万円

町債
9億4990万円
23.6％

国庫支出金
1億4760万5千円
3.7％

県支出金
6億8621万3千円
　　17.1％

地方交付税
6億6000万円
16.4％

固定資産税
4億2379万9千円

64.9％

町民税
2億451万2千円

31.3％

たばこ税
1690万3千円　2.6％

軽自動車税
805万8千円　1.2％

29億2964万8千円

28億5919万4千円

30億9414万9千円

29億5211万円
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37.8％62.2％ 40億1734万3千円

50.6％49.4％

47.8％52.2％

47.5％52.5％

48.8％51.2％
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町民１人当たりに使われるお金

125万 3千円　

町民１人当たりが負担するお金

20万 4千円　

4／1現在  3,206人で算出　

（歳出総額／人口）

（町税／人口）

瀬戸内海から世界へ
自然と文化と環境の島
明日を拓く直島町

おもな経費

特別会計予算額

総務費
公用車等駐車場整備
役場車庫改築
みんなのまちづくり助成事業
直島出会い隊助成事業
まちづくり景観整備助成事業
超高速ブロードバンド基盤整備事業補助
町営バス運行関係
町民会館整備
航空写真共同撮影関係
戸籍副本データ管理システム構築業務
民生費
地域生活支援事業
出産奨励金（２人以上）
敬老会等
老人バス利用助成
老人福祉施設整備事業補助
子ども医療費助成事業
衛生費
看護学生修学資金貸付事業
子どもインフルエンザ予防接種
ロタウィルスワクチン接種等
公害測定器購入
住宅太陽光発電システム設置補助
エコアイランド補助
積浦墓地舗装
浄化槽設置整備事業補助
資源化施設整備等
生ごみ処理機器設置補助
農林水産業費
造林地保育管理等
積浦漁港高潮対策整備
ストックマネジメント事業
餌料解凍処理施設設置事業補助
風評被害対策貸付金等
商工費
直島の火まつり関係
重点分野雇用創出事業
ふるさと海の家改修
瀬戸内国際芸術祭負担金等
商工会助成
夏まつり助成
土木費
道路維持管理業務
本村63号線道路改良等事業
港湾施設パトロール事業
イルミネーション支援業務
屏風港1号防波堤改良
県営事業負担金
宮ノ浦公園整備事業負担金
公営住宅等ストック総合改善事業
民間住宅耐震対策支援事業
消防費
デジタル防災行政無線施設整備実施設計
小型・超高圧送水装置
海抜表示看板関係等
自主防災関係事業
地域防災計画等策定業務
救急患者搬送業務関係
教育費
高校生通学航路費等補助
少年・青年活動助成
奨学金貸付事業
文部科学省指定英語研究開発事業
放課後児童健全育成事業
直島Ｅｇｇ事業
文化協会助成
女文楽補助事業等
体育協会助成
スポーツ少年団助成

医療適正化特別対策事業
特定健康診査等事業
介護予防アクア運動教室等
浄化センター遠心脱水機制御盤補修
下水道施設整備委託
つり公園釣堀・ランチ提供事業

（単位：千円）
7,455 

29,820 
600 

1,275 
1,786 

90,000 
49,790 

619,183 
2,027 
3,050 

5,415 
1,250 
3,167 
1,002 

16,000 
2,655 

1,440 
2,035 

336 
3,700 
2,000 
4,000 
1,902 
3,498 

264,949 
100 

4,793 
31,460 

3,528 
5,600 

1,010,000 

11,937 
11,170 
25,028 

9,000 
1,800 
1,170 

800 
30,492 

4,244 
2,800 
8,946 

38,010 
5,000 
3,224 
1,350 

12,000 
1,048 

589 
406 

9,000 
7,963 

4,464 
450 
240 

2,145 
1,690 

83 
1,050 
1,390 
1,050 

675 

1,457 
2,349 
3,355 
4,500 

221,000 
2,351 

　 会 　 計 　 名 　
国 民 健 康 保 険 事 業
介 護 保 険 事 業
診 療 所 事 業
後期高齢者医療事業
離島飲料水供給事業
下 水 道 事 業
釣 公 園 事 業
　 合 　 　 計 　

25　年　度
4億7227万5千円
3億1660万4千円
2億4946万4千円

5511万8千円
319万4千円

3億9190万9千円
1821万2千円

15億677万6千円

24　年　度
4億8468万5千円

3億167万円
2億4996万5千円

5327万1千円
342万6千円

2億433万3千円
1705万円

13億1440万円

前年度対比
▲2.6%

5.0%
▲0.2%

3.5%
▲6.8%
91.8%

6.8%
14.6%

簡易水道事業会計予算額

　 項 目 　
収 益 的 収 入
収 益 的 支 出
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

25　年　度
4億7561万円

3億8738万5千円
3億8963万2千円
4億3366万5千円

24　年　度
4億6874万6千円
3億4309万7千円
6億6628万1千円
6億8214万3千円

前年度対比
1.5%

12.9%
▲41.5%
▲36.4%

※平成25年度予算における新規事業等の説明は4.5ページでご紹介します。

衛生費
5億6388万円

14.0％

歳　出
40億

1734万3千円

  その他

　予備費
　
　労働費
　
　災害復旧費
　
　諸支出金

1679万6千円
 0.4％

1000万円

6千円

1万8千円

677万2千円

商工費
7992万3千円
2.0％

農林水産業費
10億7966万4千円

26.9％

教育費
2億375万1千円
5.1％

土木費
2億8842万4千円

7.2％
総務費

11億394万2千円
27.5％

民生費
4億573万9千円

10.1％

消防費
6627万5千円
1.6％

公債費
1億5073万円
3.8％

議会費
5821万9千円

1.4％
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●ソフト事業

　直島町の通信環境は、ＡＤＳＬ８Ｍとなっており、今となっては不十分な
状況にあります。そこで、町民の方々や各企業から時代に対応した高
速な通信基盤の整備を行って欲しいという要望があり、また、都市部と
の情報格差の是正や高度情報化社会に対応するために、超高速ブロー
ドバンド（光ファイバーケーブル）整備を行います。

超高速ブロードバンド基盤整備事業（総務課）

～新規事業等主だったものを紹介します～ ※詳しいお問い合わせは
各担当課まで

　要介護認定者の増加に伴い介護老人福祉施設の需要も拡大してい
ることから、平成２５年度にレファシード直島では１６床の増築を計画して
います。この増床に対する補助を「直島町社会福祉法人の助成に関
する条例」に基づき行うものです。

老人福祉施設整備事業補助（住民福祉課）

　平成２５年４月より、直島町子ども医療費助成制度がスタートします。
　この制度は乳幼児医療費助成制度の拡大事業として創設され、小
学校１年生から中学校３年までの子どもの医療費を助成するものです。
助成は医療費支給申請書による償還払いで行われます。

子ども医療費助成事業（住民福祉課）

　3月20日より開幕されました瀬戸内国際芸術祭2013を成功させるため
に設立しました直島町実行委員会への助成を行い、観光客の受入対
策を図ります。
　内容としては、観光される方々に楽しく鑑賞していただくための受入
対策事業補助などを実施します。

瀬戸内国際芸術祭直島町実行委員会助成（建設経済課）

　地域防災計画は、住民の生命及び財産を災害から保護することを目
的に策定しています。これまで段階的に修正を行ってきましたが、今回は
近年の災害に関する被害想定を反映するほか、最新の国や県の地域防
災計画、防災関連法令の改正に見合った計画の見直しを実施します。

地域防災計画等策定業務（総務課）

　直島町を訪れる外国人のお客様に、英語でボランティアガイドをします。
直島に誇りをもち、直島から世界に発信することができる国際感覚をもつ
子どもの育成。子どもたちに関わる住民の方々による地域教育力の向上
などが期待されます。どなたでも参加できますので興味のある方はぜひご
参加ください。

Ｎａｏｓｈｉｍａ Ｅｇｇ事業（教育委員会）

　直島町では、ひとり暮らしの高齢者の見守り・訪問を週１回程度行い
ます。概ね７０歳以上の方で町内に身内がいないなど、ひとり暮らしに不
安がある方は、役場住民福祉課または社会福祉協議会までお申し込み
ください。

ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業（住民福祉課）

　直島ダムは完成から約50年が経過しており、地震による堤体の決壊
等様 な々不安材料があります。そこで来る南海地震に備え、阪神淡路・
東日本大震災級の地震等に耐えれるかの調査・診断を行います。

直島ダム耐震診断業務（環境水道課）

　昨年、外部委託という形で１０年ぶりに直島中学校野球部が復活し、東
京都八丈町で開催された第５回全国離島交流中学生野球大会（離島甲
子園）に出場し、初出場ながらベスト８という好成績に輝いたのは皆様の
記憶に新しいところです。
　今年は、第６回大会が長崎県壱岐市を舞台に開催されることとなり、出
場にあたり野球部の参加支援を行います。

全国離島交流中学生野球大会助成（総務課）

　平成１５年から実施されている事業で、お子さんの出産を奨励・祝福す
るものです。
　支給時期　対象児の出産時、小学校・中学校入学時の３回に分けて支給
　支 給 額　３子以上 合計 300,000円　２子以上 合計 150,000円

出産奨励金支給事業（住民福祉課）

　高校生以下のお子さんが接種するインフルエンザ予防接種を、町内の
医療機関で接種する場合に限り無料で行います。（2回接種の必要なお
子さんは2回とも無料）接種時期等につきましては個別通知等でご案内い
たします。

子どもインフルエンザ予防接種無料化（住民福祉課）

　直島町では限りある石油資源の消費抑制や地球温暖化の防止を推
進するため、住宅用太陽光発電システム設置費の補助制度を設けてい
ます。
　補助金の額は、１キロワットあたり５万円で、１件につき２０万円（４キ
ロワット）を限度とします。

住宅用太陽光発電システム設置補助（環境水道課）

　民間住宅等の耐震化を推進するため、昭和５６年５月３１日以前に着
工された住宅で、所定の講習を受けた建築士による耐震診断を行うた
めの費用、並びにその診断によって倒壊する危険性があるとされた住宅
等の耐震改修に要する費用の一部を補助します。
　補助の額は、耐震診断の場合、診断費用の9／10（最高９０，０００円）、
耐震改修の場合、改修費用の１／２（最高９００，０００円）としています。

民間住宅耐震対策支援事業（建設経済課）

　保護者が住所を有している場合、高等学校等に修学している者に対し、
通学航路費等の一部を補助し、修学の意欲の向上と人材の育成、ま
た保護者の負担の軽減を図るため、本年度も補助を実施することとして
います。定期乗船券の購入費及び部活動等のために下宿するなどの
経費が対象となっています。
　また、昨年度から補助金の額が引き上げられ、定期乗船券の購入に
ついては、自己負担額の１０分の３から１０分の６へ、部活動等のために
下宿するなどの経費については、上限が年間５万円から１０万円となっ
ております。
　なお、補助金交付申請書は、９月と３月の２回となっておりますので、
該当の方は交付申請書の提出をお願いします。

高校生通学航路費等助成（教育委員会）

　国民健康保険事業では、平成２０年度から健康保険法の改正で保
険加入者を対象に義務付けとなった「特定健康診査・保健指導事業」
を引き続き「医療費適正化特別対策事業」、「健康づくり推進業務」と
して実施します。

特定健康診査等事業（住民福祉課）

　直島小学校では、今回で３回目となる文部科学省指定研究開発学校
として、外国語の研究を平成23年度から３年間で取り組んでいます。
　今回は直島小・中学校の連携の研究であり、主に小学校３年生から
中学校までの７年にわたり「教科」として連続するカリキュラム開発の研
究です。
　今年はその３年目にあたります。

文部科学省指定英語研究開発事業（教育委員会）



●ハード事業

　経年劣化による老朽化に伴い、宮ノ浦・才ノ神・ヘキ・鎧山の
各配水池を廃止し、高区配水池560㎥・低区配水池640㎥を大坂
トンネル付近に新設します。昨年度更新しました風戸山配水池と接
続することにより、平成20年度の第3海底送水管を始めとし、玉野
市から受水している直島側の主要水道施設等が新しくなります。こ
れにより安心・安全な水道施設へ生まれ変わります。

m高区配水池築造等
（環境水道課）

　町の資源化対象ごみは「直島町不燃物減容施設」において処
理を行っていますが、設備等の老朽化に伴い、新たな資源化施設
（管理棟・ストックヤード・工場棟等）の整備に着手します。また、
旧焼却施設の解体も予定しており現在、可燃ごみ等直接持込して
いる施設も対象となることから、皆様方には大変ご迷惑をお掛けい
たしますが、場所の変更等事前に周知いたしますので、ご協力を
お願いします。

m資源化施設整備等
（環境水道課）

　これまで地震や火災・台風・水害などの災害情報や緊急情報は、
オフトーク通信設備を通じて、町民の皆様にサイレンや音声にて情
報をお知らせしてきましたが、そのオフトーク通信設備の後継設備の
一つとして“デジタル防災行政無線”を導入し、災害時における新
たな情報伝達設備の整備を計画しており、今年度は、その設計業
を予定しています。

mデジタル防災行政無線施設整備事業
（総務課）

　本事業は直島町浄化センターに隣接する運河にポンプ場を建設
し、文教地区、納言様地区、八日山地区等の浸水被害の防止を
図るものです。
　また、ポンプ場と併せて香川県が同地点に防潮ゲートを建設する
予定にしており、これらを香川県に委託し、ポンプゲートとして一体
施工することによってコスト面、機能面等の効率化を図ります。
　平成２５年度中に着工、平成２６年度の竣工を目指します。

m納言様雨水ポンプ場整備
（環境水道課）

　過去の台風や強い西風・潮風などによって劣化や老朽化の見受
けられる箇所につき、施設の長寿命化と利用者が快適で安全に使
用できる施設とするため、外灯や外部ベンチ・快適トイレ・敷地内
の舗装の傷みの激しい箇所について改修を行います。

mふるさと海の家改修
（建設経済課）

　屏風港１号防波堤は建設からかなりの年数が経っており、崩れや
すく危険な状況となっています。台風時に波の影響で埠頭部分が
崩落していて、港湾内に係留している船舶に影響が出ています。
漁協や地元自治会からの要望もあり、台風時の船舶への影響軽減
と利用者の安全を確保するために防波堤の改良工事を行います。

m屏風港１号防波堤改良
（建設経済課）
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　老朽化した東
部公民館等の既
設建物を解体・撤
去し、地域住民の
活動拠点や緊急
避難所としての活
用ができ、かつ、自
然エネルギーを利
用した地球環境に
優しい施設を新た
に整備（平成２７
年３月完成予定）し、併せて高潮対策として敷地の嵩上げを含めた
敷地造成を行います。
　工事期間中には、荷物の搬出や車の通行など、皆様方にご迷惑を
おかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

m（仮称）町民会館整備　
（総務課）

年３月完成予定）し、併せて高潮対策として敷地の嵩上げを含めた

　平成２０年度に
町内全域を対象
に実施した危険箇
所調査により危険
度が高い箇所か
ら順次工事を行っ
てきました。今年
度は、県道から
総合福祉センター
へ向かう道路擁
壁の改良工事を
行います。擁壁の一部が傾いてきて、危険な状況となっていますので、
町民の皆様が安心して通行できるように、道路擁壁の改良と水路へ
の蓋掛け工事を行います。工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

m町道宮ノ浦５０号線道路改良
（建設経済課）

行います。擁壁の一部が傾いてきて、危険な状況となっていますので、

　瀬戸内国際芸
術祭2013の夏会
期に西沢大良氏
設計による「宮浦
ギャラリー六区」
がオープンするこ
とに伴い、隣接す
る宮ノ浦公園を
ギャラリーと一体
的に整備します。
　周囲のフェンス
を新設し、フェンス内側に緑の生け垣を巡らせ公園の緑化を図ります。
さらにギャラリーと公園を繋ぐ階段を設置し、階段の先にはレストス
ペースを設け、公園・ギャラリー利用者が共に休憩出来る場所を確
保します。

m宮ノ浦公園整備
（建設経済課）

を新設し、フェンス内側に緑の生け垣を巡らせ公園の緑化を図ります。



　平成 25 年４月１日より、直島町において接種する、ロタウイルスワクチン予防
接種費用のうち、１／２を公費負担いたします。
　ロタウイルスワクチンは任意接種ですが、直島町において任意接種のうち公費負担
できる予防接種は下記に示す通りです。

種　　類 対象者・回数 公費負担額 自己負担額

○新ロタウイルスワクチン
生後 20～ 24週まで

（24週を超えての内服は不可）
2回内服

１回　6,500 円 １回　6,500 円

水痘ワクチン １歳以上４歳未満・１回 2,500 円 2,500 円
おたふくかぜワクチン １歳以上４歳未満・１回 2,000 円 1,500 円
高齢者肺炎球菌ワクチン 75歳以上・５年に１回 3,000 円 3,000 円
※ロタウイルスワクチンには２種類あり、２回内服用ワクチン（ロタリックス）と３回内服用ワクチン（ロ
タテック）がありますが、直島町においては、２回内服用ワクチン（ロタリックス）を使用します。
※内服できる期間は生後 24週（６ヵ月）までとなっております。ご注意ください。

　上記の４つのワクチン接種は、基本的に個別接種で行います。町立（ふれあい）診療所（☎８９２－
２２６６）にご予約の上、接種して下さい。他の予防接種との接種間隔についても注意が必要です。ご不
明な点等につきましては、役場住民福祉課（☎８９２－３４００）までお問い合わせください。

【お問い合わせ】役場住民福祉課　予防接種担当　　☎８９２－３４００

ロタウイルスワクチン予防接種の
公費負担が始まります

直島町幼児学園職員の募集（９月採用） 消防団に参加しませんか
　直島町では、平成25年９月から働いていただける
町職員を次のとおり募集します。

募集期間　平成25年４月10日㈬～５月10日㈮
　　　　　�（郵送の場合は、５月10日までの消印のあ

るものに限り受付します。）

募集人員　幼稚園教諭・保育士１名程度

受験資格　①�昭和52年４月２日から平成５年４月１日
までに生まれた者

　　　　　②幼稚園教諭免許及び保育士資格を有する者
　　　　　③採用後は直島町に居住可能な方

試 験 日　５月下旬予定

試験内容　面接及び実技試験

申込方法　�教育委員会に備え付けの申込書により申し
込んでください。

　　　　　�申込書を郵送で希望の場合は、封筒の表に
「採用試験申込用紙請求」と朱書し、返信用
封筒（A4判のものが入る大きさの封筒（角
２号）に120円切手をはって、宛先を明記
したもの）を必ず同封してください。

お問い合わせ
　　　　　〒761－3110
　　　　　香川県香川郡直島町1122－1
　　　　　直島町教育委員会人事担当
　　　　　☎８９２－２８８２

あなたの想いで、できることがある。
あなたの想いで、守れる街がある。
あなたの想いで、救える命がある。
あなたの想いで、深まる絆がある。

　直島町には常備の消防機関である消防本部及び消
防署がありません。その役割を担ってくれているの
が直島町消防団です。直島町の消火・予防・救助といっ
た消防業務は消防団に頼っているのです。
　こうした重要な役割を担う直島町消防団では、団
員として活躍していただける正義感にあふれた若き
団員（18歳以上）を募集しています。

直島町消防団
団　長　　　井　下　良　雄
副団長　　　小　林　恭　助
　　　　　　手　塚　　　浩
第１分団長　乾　　　道　教
第２分団長　小　林　浩　二
第３分団長　安　部　淳　一
第５分団長　山　本　敬　二

お問い合わせ
　各分団または役場総務課（☎８９２－２２２２）

　直島町では平成24年７月１日より、住民票の写し等の証明書を本人の代理人又は第三者に交付したとき、本人にそ
の事実をお知らせする「本人通知制度」を実施しています。
　この制度の目的は、人権問題の一つである戸籍などの不正な請求を防止すること、また、個人の権利、利益の不当な
侵害を未然に防止することにあります。
　戸籍や住民票は、本人でなくても、委任状がある場合や、弁護士・司法書士・行政書士などが職務で用いる際には、
請求し取得できることになっています。
　近年、行政書士が職務のためと偽って、身元調査をしたり、名簿を売ったりした事件が発生しました。その他にも本
人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査、高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為な
どに悪用されることも考えられます。
　直島町に住民登録や本籍がある人が、この制度に事前に登録しておけば、その人の住民票の写しや戸籍謄本・抄本な
どの証明書を、本人の代理人や第三者（弁護士・司法書士など）に交付した場合に、その交付した事実を登録者本人に
お知らせいたします。
　この制度を利用することにより、誰かが自分の個人情報を取得したことが分かりますので、不正取得の早期発見につ
ながるうえに、不正請求を抑止する効果も期待できます。

〈登録できる方〉　直島町の住民基本台帳に記録されている方、または戸籍に記載されている方
〈登 録 方 法〉　本人確認書類（運転免許証、パスポート、写真付住基カードなど）をお持ちのうえ、住民福祉課へ。

　その他詳しいことのお問い合わせは、住民福祉課　電話番号：☎892－2223まで。

住民票の写し等の不正請求を防ぐため「本人通知制度」をご利用ください

本人通知制度登録者
（利用希望者のみ）

直島町に住民票又は戸籍があり、
登録をした人

住民票の写し等の請求者
代理人・第三者等

直 島 町 役 場

④交付した事実を通知 ①事前登録の申出 ②住民票の写し等の請求 ③住民票の写し等の交付

平成25年７月８日から、住基ネットの運用が開始されます。
また、住基カードの交付を受けることができるようになります。外国人住民の方へ

◦�平成25年７月８日から、外国人住民の方についても
住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）の
運用が開始されます。

　住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共
団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基
本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシス
テムです。

　住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民
票に住民票コードが記載され、2013年７月８日から、
その住民票コードがお住まいの市区町村からご本人へ通
知されます。
　住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を
行うにあたって必要不可欠な、無作為の 11 桁の番号です。

◦�平成25年７月８日から、外国人住民の方もお住まい
の市区町村で住民基本台帳カード（住基カード）の交
付を受けることができるようになります。

　住基カードは、セキュリティに優れた IC カードで、「写真付
き住基カード」は公的な証明書としても使えます。 

★ 一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が
可能となるなど、手続が簡略化されるようになり
ます。

★ お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付
を受けること（注）ができるようになります。

　（注） 住基カード又は在留カード等の提示が必要
です。

★ 住基カードの交付を受けている方は、転入届の特
例が受けられ、郵送等により転出届を行うことで、
引越し時の手続で市区町村の窓口に出向くのは、
引越し先の一度で済むようになります。

★ 住基カードに電子証明書を格納することで、電子
証明書による本人確認を必要とする行政手続のイ
ンターネット申請ができるようになります。

平成 25 年７月８日から、
できるようになることの例

お問い合わせ　　住民福祉課　☎８９２－２２２３

※住基ネットに関する詳しい内容につきましては、「住民基本台帳ネットワークシステムのホームページ」をご覧ください。
※住基カードに関する詳しい内容につきましては、「住民基本台帳カード総合情報サイト」をご覧ください。



　平成 25 年４月１日より、直島町において接種する、ロタウイルスワクチン予防
接種費用のうち、１／２を公費負担いたします。
　ロタウイルスワクチンは任意接種ですが、直島町において任意接種のうち公費負担
できる予防接種は下記に示す通りです。

種　　類 対象者・回数 公費負担額 自己負担額

○新ロタウイルスワクチン
生後 20～ 24週まで

（24週を超えての内服は不可）
2回内服

１回　6,500 円 １回　6,500 円

水痘ワクチン １歳以上４歳未満・１回 2,500 円 2,500 円
おたふくかぜワクチン １歳以上４歳未満・１回 2,000 円 1,500 円
高齢者肺炎球菌ワクチン 75歳以上・５年に１回 3,000 円 3,000 円
※ロタウイルスワクチンには２種類あり、２回内服用ワクチン（ロタリックス）と３回内服用ワクチン（ロ
タテック）がありますが、直島町においては、２回内服用ワクチン（ロタリックス）を使用します。
※内服できる期間は生後 24週（６ヵ月）までとなっております。ご注意ください。

　上記の４つのワクチン接種は、基本的に個別接種で行います。町立（ふれあい）診療所（☎８９２－
２２６６）にご予約の上、接種して下さい。他の予防接種との接種間隔についても注意が必要です。ご不
明な点等につきましては、役場住民福祉課（☎８９２－３４００）までお問い合わせください。
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公費負担が始まります

直島町幼児学園職員の募集（９月採用） 消防団に参加しませんか
　直島町では、平成25年９月から働いていただける
町職員を次のとおり募集します。

募集期間　平成25年４月10日㈬～５月10日㈮
　　　　　�（郵送の場合は、５月10日までの消印のあ

るものに限り受付します。）
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込んでください。
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封筒（A4判のものが入る大きさの封筒（角
２号）に120円切手をはって、宛先を明記
したもの）を必ず同封してください。

お問い合わせ
　　　　　〒761－3110
　　　　　香川県香川郡直島町1122－1
　　　　　直島町教育委員会人事担当
　　　　　☎８９２－２８８２

あなたの想いで、できることがある。
あなたの想いで、守れる街がある。
あなたの想いで、救える命がある。
あなたの想いで、深まる絆がある。

　直島町には常備の消防機関である消防本部及び消
防署がありません。その役割を担ってくれているの
が直島町消防団です。直島町の消火・予防・救助といっ
た消防業務は消防団に頼っているのです。
　こうした重要な役割を担う直島町消防団では、団
員として活躍していただける正義感にあふれた若き
団員（18歳以上）を募集しています。

直島町消防団
団　長　　　井　下　良　雄
副団長　　　小　林　恭　助
　　　　　　手　塚　　　浩
第１分団長　乾　　　道　教
第２分団長　小　林　浩　二
第３分団長　安　部　淳　一
第５分団長　山　本　敬　二

お問い合わせ
　各分団または役場総務課（☎８９２－２２２２）

　直島町では平成24年７月１日より、住民票の写し等の証明書を本人の代理人又は第三者に交付したとき、本人にそ
の事実をお知らせする「本人通知制度」を実施しています。
　この制度の目的は、人権問題の一つである戸籍などの不正な請求を防止すること、また、個人の権利、利益の不当な
侵害を未然に防止することにあります。
　戸籍や住民票は、本人でなくても、委任状がある場合や、弁護士・司法書士・行政書士などが職務で用いる際には、
請求し取得できることになっています。
　近年、行政書士が職務のためと偽って、身元調査をしたり、名簿を売ったりした事件が発生しました。その他にも本
人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査、高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為な
どに悪用されることも考えられます。
　直島町に住民登録や本籍がある人が、この制度に事前に登録しておけば、その人の住民票の写しや戸籍謄本・抄本な
どの証明書を、本人の代理人や第三者（弁護士・司法書士など）に交付した場合に、その交付した事実を登録者本人に
お知らせいたします。
　この制度を利用することにより、誰かが自分の個人情報を取得したことが分かりますので、不正取得の早期発見につ
ながるうえに、不正請求を抑止する効果も期待できます。

〈登録できる方〉　直島町の住民基本台帳に記録されている方、または戸籍に記載されている方
〈登 録 方 法〉　本人確認書類（運転免許証、パスポート、写真付住基カードなど）をお持ちのうえ、住民福祉課へ。

　その他詳しいことのお問い合わせは、住民福祉課　電話番号：☎892－2223まで。

住民票の写し等の不正請求を防ぐため「本人通知制度」をご利用ください

本人通知制度登録者
（利用希望者のみ）

直島町に住民票又は戸籍があり、
登録をした人

住民票の写し等の請求者
代理人・第三者等

直 島 町 役 場

④交付した事実を通知 ①事前登録の申出 ②住民票の写し等の請求 ③住民票の写し等の交付

平成25年７月８日から、住基ネットの運用が開始されます。
また、住基カードの交付を受けることができるようになります。外国人住民の方へ

◦�平成25年７月８日から、外国人住民の方についても
住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）の
運用が開始されます。

　住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共
団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基
本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシス
テムです。

　住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民
票に住民票コードが記載され、2013年７月８日から、
その住民票コードがお住まいの市区町村からご本人へ通
知されます。
　住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を
行うにあたって必要不可欠な、無作為の 11 桁の番号です。

◦�平成25年７月８日から、外国人住民の方もお住まい
の市区町村で住民基本台帳カード（住基カード）の交
付を受けることができるようになります。

　住基カードは、セキュリティに優れた IC カードで、「写真付
き住基カード」は公的な証明書としても使えます。 

★ 一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が
可能となるなど、手続が簡略化されるようになり
ます。

★ お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付
を受けること（注）ができるようになります。

　（注） 住基カード又は在留カード等の提示が必要
です。

★ 住基カードの交付を受けている方は、転入届の特
例が受けられ、郵送等により転出届を行うことで、
引越し時の手続で市区町村の窓口に出向くのは、
引越し先の一度で済むようになります。

★ 住基カードに電子証明書を格納することで、電子
証明書による本人確認を必要とする行政手続のイ
ンターネット申請ができるようになります。

平成 25 年７月８日から、
できるようになることの例

お問い合わせ　　住民福祉課　☎８９２－２２２３

※住基ネットに関する詳しい内容につきましては、「住民基本台帳ネットワークシステムのホームページ」をご覧ください。
※住基カードに関する詳しい内容につきましては、「住民基本台帳カード総合情報サイト」をご覧ください。
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瀬戸内国際芸術祭2013　直島春祭

直島町･教育委員会表彰

～崇徳院奉納芸能会～　

平成24年度直島町

●直島町表彰
◎作田　宏（故人）
　平成１４年に直島町交通指導員に就任以来、晴雨をいとわず
交通指導を行うなど、交通安全意識の高揚に尽くした功績
◎成田和栄
　平成４年に直島女文楽の後継者として加入、平成１９年からは
座長となり、フィリピン公演に出演するなど、国内はもとより国
際的な活動にまで発展させた功績
◎西岡幸子
　直島町農業委員会委員として町の農業行政等に携わり、社会
全体に貢献した功績
◎三宅椋太
　岡山県高校商業実務競技大会情報処理の部において、個人・
団体の両部門において優勝を遂げた功績
◎直島町消防団第１分団操法チーム
　全国消防操法大会小型ポンプの部において優秀な成績をお
さめ、全国に広く直島町消防団の名声を広めた功績

●直島町教育委員会表彰

●感謝状贈呈

◎前田孝之
　直島ジュニアバレーボールクラブの指導者として、香川県新
人大会高松西ブロック予選で優勝し、創立以来初の県大会出場
へ導いた功績
◎野田敬統
　香川県中学校英語弁論大会で香川県代表に選出され、全日
本中学校英語弁論大会に出場した功績
◎蓬　春奈
　香川県中学校総合体育大会柔道競技女子個人７０ｋｇ超級で
優勝し、全国中学校柔道大会に出場した功績
◎直島Ｙ・Ｙ・Ｃ
　町内各種行事の運営にボランティアスタッフとして関わられ、
町の活性化に貢献した功績

◎飯田紀美
　観光ボランティアをはじめ、町内の各種活動に積極的に協力
されたことによる功績

　瀬戸内国際芸術祭2013の開幕に合わせ、本村地区では直島春祭 崇徳院奉納芸能会が行われました。
　当日は五色に彩られたみこしの練り歩きや、直島つつじ太鼓など様々な芸能が披露されました。

　また、会場周辺では出店なども出て直島はお祭りムードに包まれました。

3
20

●いよいよ開幕！

●みこしの練り歩き

●つつじ太鼓の演奏

●賑わいの躍り



9

夢と希望を胸に 新たな旅立ち

１００歳のお祝い

　３月１４～１８日に幼児学園卒園式、小・中学校卒業式が行われました。
　式では保護者や先生たちが見守る中、ひとりひとりに修了証書が手渡され、思い出がいっぱい詰まった園舎、
校舎に別れを告げました。

　３月６日に100歳を迎えられた西岡ヒサコさん（宮ノ
浦）を濵田町長が訪問し、祝状と記念品を手渡しました。

　町長が「おめでとうございます。これからもお元気でいてく
ださい」と声をかけると、「ありがとうございます」と笑顔で答
えられていました。

3
  6

幼児学園

小学校

中学校



　平成14年４月１日に施行された「直島町まちづくり
景観条例」では、“直島の景観をよりすばらしいものに
していくための活動をしたい”など、まちづくり景観活
動を積極的に取り組む皆さまに技術的・財政的に予算の
範囲内で支援していくことを定めた「直島町まちづくり
景観条例に基づくまちづくり活動補助金交付要綱」を制
定しています。
　町内外の個人、グループ、または団体などが行うまち
づくり景観活動を広く支援しますので、積極的なご応募
をお待ちしています。

　事業の概要は、以下のとおりです。
①補助の対象となる景観整備事業ならびに補助金の額
　➡別表のとおり
　例えばこのようなときに……

まちづくり景観活動をご支援します《第１期募集》
　「古い伝統ある建物を改修して保存したい」注１）� ➡ア）
　「門・塀などをまち並みに合うように改築したい」注２）�➡イ）
　「道路沿いを花一杯にしたい」� ➡ウ）
　「直島の歴史を本にして後世に残したい」� ➡ウ）
　「直島の伝統行事などを後々まで保存していきたい」� ➡ウ）
など
注１）�ただし、景観重要物件に指定された建物等に限ります。
注２）�ただし、重点地区内（現在、本村地区の一部のみ）の建
物に限ります。

②申請の締め切り　平成25年５月３１日㈮まで

　申請様式についてなど、さらに詳しい内容・お問い合
わせについては、役場総務課企画電算室（☎８９２－
２０２０）までご連絡をお願いします。

本村地区（景観重点地区）内で家や外構を
新築・改修等する場合には事前に役場へ届出が必要となります�
　直島町において景観に係るまちづくりを重点的
に進めていくべき地区として本村地区が重点地区
に指定されています。
　そこで、本村地区（景観重点地区）の美しい風
景とまち並み景観を保全していく事を目的として
平成 25 年４月１日より、下記内容の行為等をす
る場合には事前に役場へ届出が必要となりました。
重点地区内にお住まいの皆様には大変お手数をお
かけいたしますが、ご理解とご協力をお願い致し
ます。

（届出が必要な行為）
①建築物　◦�建築物の新築、増築、改築又は

移転
　　　　　◦�外観を変更することとなる修繕、

模様替え、色彩の変更
②工作物等（屋外広告物・塀・柵・門等）
　　　　　◦�工作物の新設、増築、改築又は

移転
　　　　　◦�外観を変更することとなる修繕、

模様替え、色彩の変更

※�景観に合わせた形での新築・改修等には補助金
の交付がありますので、下の記事の「まちづく
り景観活動をご支援します《第１期募集》」をご
覧ください。

※�ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い
合わせください。

� 役場総務課企画電算室　☎８９２－２０２０

本村地区（景観重点地区）
エリア図

景観重点地区拡大エリア

●別　表

補助の対象となる事業 対象工事・経費 補助率 補　助
限度額

条
例
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

ハ
ー
ド
事
業

ア）

条例の規定により景観重要物件に
指定された建築物、工作物その他
の物件

①�外壁、屋根、軒裏、開口部など建築物等の外観を
構成する部分の修繕、模様替えで保存のために必
要な構造耐力上主要な部分の修繕を含む

②�門、塀、工作物及びアプローチなど、建築物に付
属するものの修繕、模様替え

③�その他当該景観重要物件を良好な状態で保存する
ために必要と認められる工事

2/3 6,000
千円

イ）

ア）以外の建築物、工作物その他
の物件で、景観審議会が認める物
件（ただし、条例の規定により指
定された重点地区内の物件に限
る。）

①�建築物の新築、増改築、修繕等の工事費のうち外
観にかかる経費

②�門、塀、垣根の新築、増改築、修繕等の工事費の
うち外観にかかる経費

1/3 1,000
千円

ソ
フ
ト
事
業

ウ）

条例の目的に基づいたまちづくり
活動で景観審議会が認める事業

調査研究費、計画策定費、賃金、報償費、旅費、需
用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、原材料費、
その他町長が特に必要と認める経費

2/3 300
千円

　役場では医療サービスの充実を図るため、救急患者が発生し家族等で対応できない場合において、患者を医療機関
などに搬送する救急患者搬送業務を実施しています。

もし、あなたが・家族が急病などになったら
　まず、ふれあい診療所（☎８９２－２２６６）にご連絡ください。
　診療所への搬送は、原則家族や身内の方でお願いします。どうしても、家族や身内の方で対応できない場合は、
その旨をお伝えください。医師の指示により、救急搬送員が対応します。
　電話連絡しないで来院したり、役場に直接電話していただいても対応できませんのでご注意ください。

救 急 患 者 搬 送 に つ い て

～　春の全国交通安全運動　～
４月６日（土）～15日（月）

県民総ぐるみで交通死亡事故ワースト返上�

運動の基本　「子どもと高齢者の交通事故防止」　
運 動 重 点
　１．�自転車の安全利用の推進（特に自転車安全利用

五則の周知徹底）
　２．�全ての座席のシートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　３．飲酒運転の根絶
　４．交差点及び交差点付近での交通事故防止

平成24年中の交通事故発生状況
Ⅰ　香川の人身事故

区分 24年 23年 増減数 増減率 1日当たり
24年 23年

件数 10,639 11,213 －574 －5.1% 29.1 30.7

死者 81 76 ＋5 ＋6.6% 0.2 0.2

傷者 13,154 13,905 －751 －5.4% 36.0 38.1

　平成24年中の香川県の交通事故死者数は、人口当たり２年連続で全国ワースト１位と非常に厳しい状況です。
　交通死亡事故の主な特徴は、高齢者の死者（63.0％）、交差点での死者（53.1％）、夜間の死者（60.5％）となっています。
　直島町では平成12年以降交通死亡事故はありませんが、町内の慣れた道でもスピードの出し過ぎや脇見などに
気をつけて下さい。

役場総務課� ☎892－2222お問い合わせ



●別　表

補助の対象となる事業 対象工事・経費 補助率 補　助
限度額

条
例
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
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要
な
事
業

ハ
ー
ド
事
業

ア）

条例の規定により景観重要物件に
指定された建築物、工作物その他
の物件

①�外壁、屋根、軒裏、開口部など建築物等の外観を
構成する部分の修繕、模様替えで保存のために必
要な構造耐力上主要な部分の修繕を含む

②�門、塀、工作物及びアプローチなど、建築物に付
属するものの修繕、模様替え

③�その他当該景観重要物件を良好な状態で保存する
ために必要と認められる工事

2/3 6,000
千円

イ）

ア）以外の建築物、工作物その他
の物件で、景観審議会が認める物
件（ただし、条例の規定により指
定された重点地区内の物件に限
る。）

①�建築物の新築、増改築、修繕等の工事費のうち外
観にかかる経費

②�門、塀、垣根の新築、増改築、修繕等の工事費の
うち外観にかかる経費

1/3 1,000
千円

ソ
フ
ト
事
業

ウ）

条例の目的に基づいたまちづくり
活動で景観審議会が認める事業

調査研究費、計画策定費、賃金、報償費、旅費、需
用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、原材料費、
その他町長が特に必要と認める経費

2/3 300
千円

　役場では医療サービスの充実を図るため、救急患者が発生し家族等で対応できない場合において、患者を医療機関
などに搬送する救急患者搬送業務を実施しています。

もし、あなたが・家族が急病などになったら
　まず、ふれあい診療所（☎８９２－２２６６）にご連絡ください。
　診療所への搬送は、原則家族や身内の方でお願いします。どうしても、家族や身内の方で対応できない場合は、
その旨をお伝えください。医師の指示により、救急搬送員が対応します。
　電話連絡しないで来院したり、役場に直接電話していただいても対応できませんのでご注意ください。

救 急 患 者 搬 送 に つ い て

～　春の全国交通安全運動　～
４月６日（土）～15日（月）

県民総ぐるみで交通死亡事故ワースト返上�

運動の基本　「子どもと高齢者の交通事故防止」　
運 動 重 点
　１．�自転車の安全利用の推進（特に自転車安全利用

五則の周知徹底）
　２．�全ての座席のシートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　３．飲酒運転の根絶
　４．交差点及び交差点付近での交通事故防止

平成24年中の交通事故発生状況
Ⅰ　香川の人身事故

区分 24年 23年 増減数 増減率 1日当たり
24年 23年

件数 10,639 11,213 －574 －5.1% 29.1 30.7

死者 81 76 ＋5 ＋6.6% 0.2 0.2

傷者 13,154 13,905 －751 －5.4% 36.0 38.1

　平成24年中の香川県の交通事故死者数は、人口当たり２年連続で全国ワースト１位と非常に厳しい状況です。
　交通死亡事故の主な特徴は、高齢者の死者（63.0％）、交差点での死者（53.1％）、夜間の死者（60.5％）となっています。
　直島町では平成12年以降交通死亡事故はありませんが、町内の慣れた道でもスピードの出し過ぎや脇見などに
気をつけて下さい。

役場総務課� ☎892－2222お問い合わせ
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　直島町と直島町国民健康保険及び三菱マテリアル健康保険組合では、１年間を通して楽しみながら体を動
かすことにより、健康増進及び運動習慣を身につけることを目的に「ウォーキング ｄｅ ダイエット」を実施して
います。
　今年度は“直島町内を歩こう”をテーマに、毎月町内のウォーキングコースを歩いてみたいと思っています。
　どなたでも参加可能（申込不要）です。皆さんと一緒に楽しい時間にしていきたいと思いますので、ぜひ、ご
参加ください。

～健康ウォーキング～
『ウォーキング ｄｅ ダイエット』参加者大募集！！

上記の内容や国民健康保険についてのお問い合わせは…
役場住民福祉課国民健康保険係（☎892-2223）まで、ご連絡ください。

ご不明な点がありましたら、お気軽に下記までご連絡下さい。

◎実施時間・場所日 ◎実施予定日（※１）

時　　間 (集合)場所

１８：３０～２０：００
（受付１８：００～）

西 部 公 民 館

　１０月　４日（金）
　１１月　９日（土）※２
　１２月１３日（金）
　　１月１０日（金）
　　２月　７日（金）
　　３月　７日（金）

　　４月２０日（土）　　
　　５月１１日（土）※２
　　６月　７日（金）
　　７月１２日（金）
　　８月　９日（金）※３
　　９月２０日（金）

※１…日程は、変更になる場合があります。
※２…町外ウォーキングを予定しています。
※３…インボディ測定を行います

国民健康保険に加入されている皆さんへ…

知ってください！ 糖尿病のこと　
　平成２４年３月に「いきいき直島食育ヘルスプラン２１【後期計画】」を策定し、町民の皆さんにご協力いただ
いたアンケートの結果について、第１０弾をお知らせします。

「39」から主に運動のことについてお聞きしました。
●「39」「40」について　運動を取り入れていると8割
程度の方が答えており、毎日続けらる運動としては
ウォーキング・健康体操が多く占めていました。

●「41」について　年齢・性別でみると、30～60歳
代の男性が、徒歩や自転車での外出が少ない結
果となりましたが、中でも30～40歳代の男性が
一番少ない結果となりました。

●「42」「43」について、自分の健康状態にあった運
動をしていると答えた方は、ほとんどの方が楽し
んで運動しているようです。

　今回は、運動のことについてお聞きしましたが、生活の中に運動を取り入れていない2割程度の方に、運動を始
めるきっかけ作りを提供していきたいと思います。また、若い年代の男性の方も、運動はしているが、日常の外出
には車での移動が多いのかもしれません。日常生活習慣を見直してみませんか。

役場住民福祉課　☎８９２－３４００

39．毎日の生活の中に運動を取り入れていますか
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■毎日取り入れている　■ときどき取り入れている
■全く取り入れていない
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40．どのような運動であれば続けることが出来ますか
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41．日常的な外出に徒歩や自転車で行きますか　

373人
（50％）

368人
（50％）

■はい　■いいえ

n＝741

42．自分の健康状態にあった運動をしていますか　

336人
（91％）

34人
（9％）

■はい　■いいえ

n＝370

43．「42」で「はい」と答えた方は楽しんで運動
　　していますか
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　日中は暖かく、過ごし易い日が多くなってまいり
ましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。冬の間に
寒いといって家の中にこもりがちだった方も多いで
しょうが、暖かくなってきたので観光客にまぎれて
お散歩に出かけてみてはどうでしょうか。と言いま
しても、この文章を書いている頃は、花粉が例年
よりひどく、黄砂などの影響で外出を控えたほうが
いいという報道も出ておりますので、考えなけれ
ばならない部分も多そうですが。

　前置きが長くなってしまいましたが、健康のため
に運動をすることは大切なことですが、激しい運
動は、逆に身体への負担が大きく健康的でないこ
とがわかってきました。

　適度な運動とは“中等度の運動”といわれてい
ます。どのような運動をどの低度すればよいのか
は、人それぞれ年齢や体力が異なり、同じ運動でも
「苦しい」と感じる度合いが違うので一概にはいえ

ふ
れ
あ
い
健
康
コ
ラ
ム 直島町立ふれあい診療所

医師　　藤川　　耕【第71回】

運　動　習　慣
ません。

　そこで、運動強度の目安
を「本人が感じた程度」で表
した〝ボルグスケール〟を
紹介させていただきたいと
思います。運動した時の感覚
（つらさ）を、数字と言葉
で表したものです。程度を 20段階に分け、安静状
態を６、疲労困憊を 20 としています。「楽からや
やきつい（11～ 13）」が健康に適した運動の範囲
となります。少し早めに歩く散歩など、話しながら
続けられる運動です。

　１日最低 30分を目安にするとよいといわれてい
ます。運動できない日があっても、１週間の合計が
180 分になるように運動習慣を見直してみてくだ
さい。自分のペースに合った適度な運動を心がけ
てみてください。

皆様のご応募をお待ちしています
　役場では、町民の皆さまと町長等が気軽に話し合える場として、「町政ふれあい会議」を開催しています。
　ぜひ、まちづくり等で話を聞きたいという方は、ご利用ください。
　なお、概要は次のとおりです。

❶�町民の皆様からのご要望により、町長はじめ町の執行部が皆さまのところまで出向き、今後のまちづく
り等について話し合いをさせていただくものです。

❷�ご要望をいただく団体等については、自治会・隣組などの地区単位、高齢者、婦人・若人などのグルー
プ単位、企業や職場単位など、10名程度以上の団体・グループでしたら、その種類は問いません。

直島の今後について何か聞きたいことありませんか？

役場総務課（企画電算室）� ☎892－2020お問い合わせ
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※ボルグスケールの11～13は、脈拍数でいうと１分間に110～130拍位が目安になります。

表　ボルグスケール （運動強度を本人が感じた程度で評価したもの）
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申
し
込
み

　
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
４
月

30
日
㈫
ま
で
に
教
育
委
員
会
事
務
局
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☎
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２

－

２
８
８
２
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

８
９
２

－

３
８
８
８
）
へ
次
の
①
～

④
の
内
容
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
①
住
所
（
地
区
名
）、
②
氏
名
（
男
・

女
）、③
生
年
月
日
、④
電
話
番
号
（
連

絡
先
）

　
直
島
町
教
育
委
員
会
で
は
、
町
民

参
加
の
生
涯
学
習
事
業
と
し
て
「
シ

ル
バ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
」
の
受
講

生
を
左
記
の
内
容
で
募
集
い
た
し
ま

す
。
60
歳
以
上
の
町
民
の
方
な
ら
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

趣
　
旨

　�

高
齢
化
社
会
を
楽
し
く
た
く
ま
し

く
生
き
ぬ
く
た
め
学
習
の
機
会
を

提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
涯
に

わ
た
る
学
習
意
欲
の
向
上
を
図
る
。

主
　
催
　
直
島
町
教
育
委
員
会

期
　
間
　�

平
成
25
年
５
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
、
年
間
13
回
程

度
開
催
予
定

場
　
所
　
東
部
・
西
部
公
民
館
　
他

受
講
料
　�

無
料
（
た
だ
し
、
教
材
費

は
別
途
必
要
）

対
象
者
　�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
60

歳
以
上
の
方

内
　
容

　
講
演
会
・
幼
稚
園
児
と
の
ふ
れ
あ

い
交
流
会
や
町
内
の
各
種
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
な
ど
、
１
回
の
講
座
に
つ
き

１
時
間
か
ら
２
時
間
程
度
。
参
加
し

た
い
講
座
だ
け
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

「
直
島
町
シ
ル
バ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー

教
室
」に
参
加
し
ま
せ
ん
か
�

募

　集

み
ん
な
の
ま
ち
づ
く
り

事
業
の
募
集
に
つ
い
て

　
集
ま
っ
た
仲
間
同
士
で
、「
こ
ん
な

町
お
こ
し
を
し
た
い
」
と
か
、「
こ
ん

な
イ
ベ
ン
ト
を
す
れ
ば
町
が
活
気
づ

く
」
と
思
え
る
こ
と
を
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
町
民
の
皆
様
が
自
ら
考
え
自

ら
行
う
ま
ち
づ
く
り
事
業
に
対
し
て
、

町
が
財
政
面
で
支
援
さ
せ
て
い
た
だ

く『
み
ん
な
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
』を
、

今
年
度
も
引
き
続
き
実
施
い
た
し
ま

す
。

　
事
業
の
概
要
等
は
次
の
と
お
り
で

す
の
で
、
積
極
的
な
ご
応
募
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
事
業
　
町
民
ま
た
は
町

内
に
あ
る
団
体
等
が
自
主
的
に
実
施

す
る
ま
ち
づ
く
り
事
業
全
般
で
、
例

え
ば
調
査
研
究
事
業
・
研
修
事
業
・

交
流
イ
ベ
ン
ト
事
業
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
事
業
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
た

だ
し
、営
利
目
的
の
も
の
や
、宗
教
的
・

政
治
的
な
宣
伝
意
図
の
あ
る
も
の
な

ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

補
助
金
の
額
　
事
業
に
要
し
た
経
費

の
３
分
の
２
の
額
で
、
30
万
円
を
限

度
と
し
ま
す
。

応
募
の
締
切
日

　
第
１
次
締
め
切
り
　
４
月
末
日

　
第
２
次
締
め
切
り
　
７
月
末
日

申
し
込
み
先
　
役
場
総
務
課

お
問
い
合
わ
せ

　
役
場
総
務
課
（
企
画
電
算
室
）
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２

－

２
０
２
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飲
酒
運
転
根
絶
宣
言

店
の
募
集
に
つ
い
て

　
香
川
県
で
は
、
飲
酒
運
転
の
根
絶

に
向
け
て
「
飲
酒
運
転
根
絶
を
宣
言

す
る
飲
食
店
（
飲
酒
運
転
根
絶
宣
言

店
）」
の
登
録
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
登
録
し
て
い
た
だ
く
と
、
登
録
証

の
交
付
、
ミ
ニ
幟
旗
の
交
付
、
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
の
お
店
の
紹
介
と
い
う

特
典
が
あ
り
ま
す
。
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録
の
要
件
は
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に
お
い
て

営
業
し
、
来
店
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に
酒
類
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供
す

る
飲
食
店
で
、
次
の
事
項
を
宣
言
し
、

実
践
す
る
店
舗
で
す
。

①�

来
店
者
に
来
店
方
法
を
確
認
す
る

こ
と
。

②�

自
動
車
、
自
動
二
輪
車
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原
動
機
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自
転
車
又
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自
転
車
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運
転
す
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予
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る
来
店
者
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、
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類
を
提
供
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こ
と
。
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。
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弁
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せ

同
窓
会
へ
の
助
成
に

つ
い
て

　
直
島
小
学
校
並
び
に
直
島
中
学
校

（
い
ず
れ
も
旧
制
学
校
を
含
み
ま
す
）

の
卒
業
生
が
開
催
す
る
同
窓
会
に
助

成
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。（
５
年
に

１
回
限
度
）

　
対
象
と
な
る
同
窓
会
は
、
同
じ
年

度
に
卒
業
し
た
者
の
全
員
を
対
象
と

し
て
直
島
町
内
で
開
催
さ
れ
る
も
の

で
、
原
則
と
し
て
対
象
者
の
３
割
以

上
の
出
席
が
あ
る
も
の
で
す
。

　
同
窓
会
の
開
催
が
決
ま
り
ま
し
た

ら
、
お
早
め
に
役
場
総
務
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　
役
場
総
務
課
（
企
画
電
算
室
）

�

☎
８
９
２

－

２
０
２
０

植えてはいけないけし

ソムニフェルム種セティゲルム種



申
し
込
み

　
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
４
月

30
日
㈫
ま
で
に
教
育
委
員
会
事
務
局

（
☎
８
９
２

－

２
８
８
２
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

８
９
２

－

３
８
８
８
）
へ
次
の
①
～

④
の
内
容
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
①
住
所
（
地
区
名
）、
②
氏
名
（
男
・

女
）、③
生
年
月
日
、④
電
話
番
号
（
連

絡
先
）

　
直
島
町
教
育
委
員
会
で
は
、
町
民

参
加
の
生
涯
学
習
事
業
と
し
て
「
シ

ル
バ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
」
の
受
講

生
を
左
記
の
内
容
で
募
集
い
た
し
ま

す
。
60
歳
以
上
の
町
民
の
方
な
ら
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

趣
　
旨

　�

高
齢
化
社
会
を
楽
し
く
た
く
ま
し

く
生
き
ぬ
く
た
め
学
習
の
機
会
を

提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
涯
に

わ
た
る
学
習
意
欲
の
向
上
を
図
る
。

主
　
催
　
直
島
町
教
育
委
員
会

期
　
間
　�

平
成
25
年
５
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
、
年
間
13
回
程

度
開
催
予
定

場
　
所
　
東
部
・
西
部
公
民
館
　
他

受
講
料
　�

無
料
（
た
だ
し
、
教
材
費

は
別
途
必
要
）

対
象
者
　�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
60

歳
以
上
の
方

内
　
容

　
講
演
会
・
幼
稚
園
児
と
の
ふ
れ
あ

い
交
流
会
や
町
内
の
各
種
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
な
ど
、
１
回
の
講
座
に
つ
き

１
時
間
か
ら
２
時
間
程
度
。
参
加
し

た
い
講
座
だ
け
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

「
直
島
町
シ
ル
バ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー

教
室
」に
参
加
し
ま
せ
ん
か
�

募

　集

み
ん
な
の
ま
ち
づ
く
り

事
業
の
募
集
に
つ
い
て

　
集
ま
っ
た
仲
間
同
士
で
、「
こ
ん
な

町
お
こ
し
を
し
た
い
」
と
か
、「
こ
ん

な
イ
ベ
ン
ト
を
す
れ
ば
町
が
活
気
づ

く
」
と
思
え
る
こ
と
を
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
町
民
の
皆
様
が
自
ら
考
え
自

ら
行
う
ま
ち
づ
く
り
事
業
に
対
し
て
、

町
が
財
政
面
で
支
援
さ
せ
て
い
た
だ

く『
み
ん
な
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
』を
、

今
年
度
も
引
き
続
き
実
施
い
た
し
ま

す
。

　
事
業
の
概
要
等
は
次
の
と
お
り
で

す
の
で
、
積
極
的
な
ご
応
募
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
事
業
　
町
民
ま
た
は
町

内
に
あ
る
団
体
等
が
自
主
的
に
実
施

す
る
ま
ち
づ
く
り
事
業
全
般
で
、
例

え
ば
調
査
研
究
事
業
・
研
修
事
業
・

交
流
イ
ベ
ン
ト
事
業
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
事
業
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
た

だ
し
、営
利
目
的
の
も
の
や
、宗
教
的
・

政
治
的
な
宣
伝
意
図
の
あ
る
も
の
な

ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

補
助
金
の
額
　
事
業
に
要
し
た
経
費

の
３
分
の
２
の
額
で
、
30
万
円
を
限

度
と
し
ま
す
。

応
募
の
締
切
日

　
第
１
次
締
め
切
り
　
４
月
末
日

　
第
２
次
締
め
切
り
　
７
月
末
日

申
し
込
み
先
　
役
場
総
務
課

お
問
い
合
わ
せ

　
役
場
総
務
課
（
企
画
電
算
室
）

�

☎
８
９
２

－

２
０
２
０

飲
酒
運
転
根
絶
宣
言

店
の
募
集
に
つ
い
て

　
香
川
県
で
は
、
飲
酒
運
転
の
根
絶

に
向
け
て
「
飲
酒
運
転
根
絶
を
宣
言

す
る
飲
食
店
（
飲
酒
運
転
根
絶
宣
言

店
）」
の
登
録
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
登
録
し
て
い
た
だ
く
と
、
登
録
証

の
交
付
、
ミ
ニ
幟
旗
の
交
付
、
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
の
お
店
の
紹
介
と
い
う

特
典
が
あ
り
ま
す
。

　
登
録
の
要
件
は
　
県
内
に
お
い
て

営
業
し
、
来
店
者
に
酒
類
を
提
供
す

る
飲
食
店
で
、
次
の
事
項
を
宣
言
し
、

実
践
す
る
店
舗
で
す
。

①�

来
店
者
に
来
店
方
法
を
確
認
す
る

こ
と
。

②�

自
動
車
、
自
動
二
輪
車
、
原
動
機

付
自
転
車
又
は
自
転
車
を
運
転
す

る
予
定
の
あ
る
来
店
者
に
は
、
酒

類
を
提
供
し
な
い
こ
と
。

③�「
飲
酒
運
転
根
絶
宣
言
店
登
録
証
」

及
び
「
飲
酒
運
転
根
絶
宣
言
店
ミ

ニ
幟
旗
」
を
来
店
者
の
見
や
す
い

場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

　
登
録
方
法
に
つ
い
て
は
、
香
川
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
交
通
安
全
の
ペ
ー

ジ
」
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
香
川
県

く
ら
し
安
心
安
全
課
（
☎
０
８
７

－

８
３
２

－

３
２
３
１
）
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

不
正
大
麻
・
け
し
の

撲
滅
に
ご
協
力
を
�

～
４
、５
月
は
「
不
正
大
麻
・

�

け
し
撲
滅
運
動
」
月
間
で
す
～

　
け
し
の
中
に
は
、
麻
薬
の
原
料
と

な
る
た
め
、
栽
培
が
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
る
種
類
（
ソ
ム
ニ
フ
ェ
ル
ム

種
・
セ
テ
ィ
ゲ
ル
ム
種
な
ど
）
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
花
が
美
し
い
た

め
に
誤
っ
て
庭
先
な
ど
で
植
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
た
と

え
観
賞
用
で
あ
っ
て
も
取
締
り
の
対

象
に
な
り
ま
す
。

　
大
麻
に
つ
い
て
も
、加
工
さ
れ
、「
マ

リ
フ
ァ
ナ
」
と
し
て
乱
用
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
た
め
、
法
律
で
栽
培
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
植
え
て
は
い
け
な
い
け
し
、
疑

わ
し
い
け
し
・
大
麻
を
発
見
し
た

時
は
、
香
川
県
東
讃
保
健
所
（
☎

０
８
７
９

－

２
９

－

８
２
７
０
）
ま

た
は
役
場
住
民
福
祉
課
（
☎
８
９
２

－

２
２
２
３
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

相

　談

高
齢
者
の
た
め
の

全
国
一
斉
電
話
相
談

日
　
時
　
平
成
25
年
４
月
15
日
㈪

　
午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

相
談
方
法
　
弁
護
士
と
の
電
話
相
談

（
一
件
に
つ
き
15
分
か
ら
20
分
以
内
）

相
談
費
用

　
無
料
（
た
だ
し
、
電
話
料
金
は
相

談
者
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。）

主
　
催
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
、

　
　
　
　
香
川
県
弁
護
士
会

電
話
番
号

　（
相
談
専
用
番
号
）

�

☎
０
５
７
０

－

０
４
１

－

６
０
５

お
問
い
合
わ
せ

　
香
川
県
弁
護
士
会
事
務
局

�

☎
０
８
７

－

８
２
２

－

３
６
９
３

お
知
ら
せ

同
窓
会
へ
の
助
成
に

つ
い
て

　
直
島
小
学
校
並
び
に
直
島
中
学
校

（
い
ず
れ
も
旧
制
学
校
を
含
み
ま
す
）

の
卒
業
生
が
開
催
す
る
同
窓
会
に
助

成
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。（
５
年
に

１
回
限
度
）

　
対
象
と
な
る
同
窓
会
は
、
同
じ
年

度
に
卒
業
し
た
者
の
全
員
を
対
象
と

し
て
直
島
町
内
で
開
催
さ
れ
る
も
の

で
、
原
則
と
し
て
対
象
者
の
３
割
以

上
の
出
席
が
あ
る
も
の
で
す
。

　
同
窓
会
の
開
催
が
決
ま
り
ま
し
た

ら
、
お
早
め
に
役
場
総
務
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　
役
場
総
務
課
（
企
画
電
算
室
）

�

☎
８
９
２

－

２
０
２
０

植えてはいけないけし
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4月

ふれあい通信なおしまだより 故障かなっと思ったら
　ボリューム・放送時間帯を確認してください。
　故障受け付けは、113番へお願いします。
　移転・廃止は、必ず役場総務課まで印鑑を持参し、手続をしてください。
　オフトーク通信再放送などの操作のお問い合わせは、役場総務課 892－2222
まで、お気軽にお問い合わせください。

4月16日からのオフトーク通信4ＣＨの番組表です。
どうぞ、お楽しみください。

16日（火）

17日（水）

18日（木）

19日（金）

22日（月）

23日（火）

24日（水）

25日（木）

26日（金）

30日（火）

洋・邦ヒット曲ミックス（ドラマ主題歌・CM曲など）（新譜・最新ヒット曲）

グループサウンズ（懐かしの名曲・ヒット曲）

邦楽テーマ別特集（CMソング、テーマ曲など）（Jポップ）

歌謡演歌年代別ヒット曲（歌謡演歌）

日本人アーティストによるインスト作品（リラックスサウンド）

カフェ・ミュージック（リラックスサウンド）

洋楽ナツメロ（BGM）

イージーリスニング、ライトクラシック（BGM）

季節を演出するBGM（アップテンポ）（BGM）

邦楽チャート（協力：SUMIYA、新星堂他）（新譜・最新ヒット曲）

5月
  1日（水）
  2日（木）
  7日（火）
  8日（水）
  9日（木）
10日（金）
13日（月）
14日（火）
15日（水）

※音楽（4チャンネル）の放送時間は6：30～24：00です。
※番組は、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。

April May

寄
付
の
お
礼

▼
山
本
豊
様
よ
り
亡
母
山
本
久
子
様
の
香
典
返
し

と
し
て
、宮
ノ
浦
自
治
会
、直
島
小
学
校
、直
島
中

学
校
に
対
し
て
金
一封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
三
宅
節
代
様
よ
り
亡
夫
三
宅
文
夫
様
の
香
典
返

し
と
し
て
、直
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
、本
村
自

治
会
、本
村
長
寿
会
、ふ
れ
あ
い
診
療
所
に
対
し

て
金
一封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。

お
く
や
み
（
敬
称
略
）

　つ
つ
し
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す

地
　
区
　   

氏
　
　
名
　
　   

年 

齢

積

　浦

　平
井
ユ
リ
子

　

  

　95

文
教
区

　田
村

　ハ
ツ

　

  

　88

宮
ノ
浦

　山
本

　久
子

　

  

　89

本

　村

　廣
田

　春
子

　

  

　91

邦楽新譜おすすめシングル（新譜・最新ヒット曲）

邦楽新譜アルバム（新譜・最新ヒット曲）

歌謡演歌シングルチャート（歌謡演歌）

ハワイアン（リラックスサウンド）

オルゴール（BGM）

70年代邦楽ヒット曲（懐かしの名曲・ヒット曲）

邦楽アーティスト特集1（Jポップ）

歌謡演歌アーティスト特集（歌謡演歌）

季節を演出するBGM（スローテンポ）（BGM）

 

結
婚
お
め
で
と
う
（
敬
称
略
）

す
え
永
く
　お
幸
せ
に

地
　
区
　
　 

氏
　 

名
　
　  

月
　
日

鷲
ノ
松 

　
　
　
　
　
　
　3
・
15

吉
井

　裕
喜

今
田

　麻
美

鷲
ノ
松

　

 

　
　
　
　
　
　3
・
15

杉

　
　祐
輔

宮
本

　満
理

爪
先
の
石
こ
ろ
さ
え
も
春
め
け
り

花
　
子

囀
り
に
返
す
口
笛
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ヨ

寿
　
之

祖
母
の
杖
こ
つ
こ
つ
音
た
て
金
盞
花

奏

鶯
に
迎
え
ら
れ
た
る
墓
参
り

節
　
子

ふ
ん
わ
り
と
雲
浮
い
て
を
り
梅
香
る
日
出
子

鶴
を
折
る
小
学
講
堂
春
の
雪

白
木
れ
ん
千
手
の
灯
明
明
り
か
な

照
　
穂

消費生活に関する相談は、香川県消費生活センター
☎833－0999（多重債務・ヤミ金融専用相談は☎834－0008）へ。

　平成２５年２月２１日より、消費者の自宅を訪問し、強引に貴金属などを買い取る、いわゆる
「押し買い」（訪問購入）についても8日間のクーリング・オフ期間が適用されるようになりまし
た。その期間中は、契約の解除や購入者に商品の引き渡しを拒むことが可能です。
　ただし、クーリング・オフが適用されない商品（※）等例外もあるので、注意が必要です。何よ
りもまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。
　※適用除外：自動車（二輪を除く）、家具・大型家電、書籍・ＤＶＤ類、有価証券

くらしのワンポイントアドバイス

さ
え
ず

平成25年3月22日現在

２，１４１，６５９円

東日本大震災義援金の受付状況について
　東日本大震災義援金へ多くの皆様より、温かいお気持ちをお寄せ頂きありがとうござ
います。現在の日本赤十字社直島町分区での義援金受付状況を報告いたします。
　なお、義援金の受付は平成２５年３月末までを予定しておりましたが、日本赤十字社香
川県支部の受付期間延長に伴いまして、直島町も平成２６年３月末まで延長いたします。
　引き続き役場庁舎内の募金箱で受付をしておりますので、皆様のご協力をお願いいた
します。
　皆様からお預かりした義援金は、日本赤十字社を
通して、被災地の方に届けられます。

乾海苔品評会
　さぬき海の幸（ハマチ・ノリ・イリコ）販売促進協議会によ
る第４回香川県産乾海苔品評会が２月２６日に開催され、出
品総数１２３点の中から審査の結果、直島町より下記の３生
産者の乾海苔が入賞しました。
おめでとうございます。

賞　　　名 生　産　者
直 島 町 長 賞

直 島 町 議 会 賞

香川県海苔養殖研究会奨励賞

㈲おかりん

㈲白峰水産

㈲久保水産

　自衛隊入隊激励会が開催され、関本奈恵さん（宮ノ浦）
が志を新たにしました。関本さんは「立派な自衛官になれ
るよう精一杯頑張ります」と力強く抱負を語りました。

４級以下の部

自衛隊入隊激励会

貴金属の訪問買取
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叙勲旭日単光章 受章

　３月１３日（水）、香
川県庁での伝達
式において、多年
にわたる地方自
治における功
績が認められ
旭日単 光 章
を受章され
ました。

濱﨑　健 氏  故 作田　宏 氏
　３月１３日（水）、香川県庁での伝達式に
おいて、生前の多年にわたる地方自治に
おける功
績が認め
られ旭日
単光章を
受章され
ました。

叙勲旭日単光章 受章

　３月１３日（水）、香
川県庁での伝達
式において、多年
にわたる地方自
治における功
績が認められ
旭日単 光 章

濱﨑　健 氏
叙勲旭日単光章 受章



皆さんの応募をお待ちしています。

世帯数
人　口
　男
　女

1,533
3,206
1,592
1,614

（＋  3）
（－  7）
（－  4）
（－  3）

4月1日現在（先月比）

町の面積　　14.23k㎡

　広報では赤ちゃんや、就学前のお子さんの写真をお待ちしています。
掲載をご希望の方は、氏名（保護者・お子さん）・年齢・住所（地区）・電
話番号・メッセージを添えて下記の宛先までご応募ください。
※写真でもデータでもＯＫです。
◆「俳句・川柳」、「ミニギャラリー」のコーナー◆
　テーマはそれぞれ自由ですので、住所（地区）・氏名・年齢・電話番号
を記入しお気軽にご応募ください。
送 り 先

〒761-3110 直島町1122-1
　直島町総務課「広報なおしま ○○○コーナー」

Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、somu1@town .naosh ima . l g . j p
締め切り：平成２5年4月22日（月）

※紙面の都合で、掲載できない場合はご容赦ください。

■発行／平成25年4月10日　■編集／直島町役場総務課
■印刷／山陽印刷（株）　　　　〠７６１ー３１１０香川郡直島町１１２２ー１

この広報紙は自然保護のため
再生紙を使用しています。古紙配合率100%再生紙を

使用しています

●直島町のホームページ●

●電子メール●

http：//www.town.naoshima.lg.jp

somu1＠town.naoshima.lg.jp

横 防　岡崎　貢さんの作品 「本村一本道」 本 村　山口愛子さんの作品「ダムの桜」

チャレンジ！ 広報クイズチャレンジ！ 広報クイズ
Ｑ.景観に係る町づくりを重点的に進めていくため、家を新築・改

修等する場合に役場へ届出が必要になりますが、その景観重
点地区になっているのはどこでしょうか。

①宮ノ浦地区　　②本村地区　　③積浦地区
（ヒントは、広報紙の中にあります）

3月号の答え ③　 応募総数 10 通

【応募締め切り】 平成２５年４月２２日（月）
クイズの答え・住所（地区）・氏名・年齢・電話番号・広報紙の感想
を書いて、下記まで応募してください。正解者の中から抽選で記
念品を差し上げます。 応募は、１世帯１通に限ります。

【送 り 先】
　〒761-3110 直島町1122-1
　　直島町総務課「広報クイズ４月号」係

Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、somu1@town.naoshima.lg.jp

　※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
　※ご応募いただいた皆さんの個人情報は賞品発送のみに使用し、
　　第三者に開示・提供することはありません。

★ ★ ★ 募集しています ★ ★ ★

わ が 家 の ス タ ー

住民基本台帳法の一部を改正する法律により、人口は、外国人の方を含めた人数となっています。

玉野市休日当番医　市外局番（０８６３）

※診察時間は、内科・外科は午前９時から午後５時まで、
　歯科は午前９時から正午まで。
※休日当番医は都合により変更することがあります。

ふれあい診療所(4月)外来診療担当医予定表

※診療担当医は都合により変更することがあります。    
※受付時間　午前8時30分～11時30分・午後2時～4時    
※診療時間　午前9時～12時・午後2時30分～4時30分    
※救急患者の場合は診療時間外でも診療いたしますのでふれあい診療所に電話してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふれあい診療所（☎892－2266）

日 内　　　科 外　　　科 歯　　　科
4月
14

5月
3

21

28

29

4

5

6

玉野市民病院
（宇野）31－2101
松田病院

（和田）81－7821
大萩内科医院

（胸上）41－1087
田川医院

（和田）81－8345
井上クリニック

（宇野）32－0831
竹原内科医院

（迫間）71－0101
玉野中央病院

（築港）31－1011
長崎医院

（用吉）71－4800

中谷外科病院
（田井）31－2323
玉野市民病院

（宇野）31－2101
大西病院

（田井）33－9333
近藤医院

（東田井地）41－1061
玉野三井病院

（玉）31－4187
三宅内科外科医院

（槌ヶ原）7１－2277
玉野市民病院

（宇野）31－2101
中谷外科病院

（田井）31－2323

半井歯科医院
（築港）21－2861
橋本歯科医院

（奥玉）31－8148
はしもと歯科医院

（長尾）33－0055
林歯科医院

（玉）32－4824
平山歯科医院

（長尾）71－2850
垣内歯科医院

（宇野）21－3414
ふじわら歯科医院

（八浜町大崎）51－2488
三島歯科医院

（玉原）31－5851

月曜日
4/8

藤川・山本
15

藤川・山本
22

藤川・山本
29
休診日
6

休診日
13

藤川・山本

9
山本
16
山本
23
山本
30

藤川・山本
7

藤川・山本
14
山本

10
藤川・山本
17

藤川・山本
24

藤川・山本
5/1

藤川・山本
8

藤川・山本
15

藤川・山本

11
藤川
18
藤川
25
藤川
2
藤川
9
藤川
16
藤川

12
山本
19
藤川
26
山本
3

休診日
10
山本
17
藤川

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

ミニギャラリー


